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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 町の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、

この規則の定めるところによる。 

（合議及び決裁区分） 

第２条 入札及び契約に関する手続のうち、別表に掲げる事項については、それぞれ

同表に定める者が合議又は決裁をする。 

第２章 一般競争入札 

（一般競争入札に参加する者に必要な資格） 

第３条 町長は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」とい

う。）第１６７条の５の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を公

示し、申出のあった者が当該資格を有するかどうか審査し、当該資格を有する者を

競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載するものとする。 

２ 一般競争入札に参加できる者は、資格者名簿に登載された者とする。ただし、町

長が必要と認める場合は、この限りでない。 



 
 

３ 町長は、前項に定めるもののほか、施行令第１６７条の５の２の規定により、必

要に応じて次の事項に係る参加資格について定めることができる。 

(1) 対象工事に対応する業種の発注標準額の業者区分 

(2) 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合数値の区分 

(3) 対象工事に配置する予定の技術者の区分 

(4) 主たる営業所の所在地 

(5) 一定基準を満たす同種・類似の工事又は業務の実績 

(6) その他町長が必要があると認める事項 

 （一般競争入札に参加する者の制限） 

第４条 町長は、一般競争入札の公告日から落札決定の日までの間において、次の各

号のいずれかに該当する者を当該入札に参加させることができない。 

(1) 施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者 

(2) 建設業にあっては、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の

規定による許可を受けていない者 

(3) 測量業にあっては、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条第１項の

規定による登録を受けていない者 

(4) 建築設計業（建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第３条、第３条の２又

は第３条の３の規定により１級建築士、２級建築士及び木造建築士以外の者の行

うことのできる設計又は工事監理を除く。）にあっては、同法第２３条第１項の

規定による登録を受けていない者 

２ 町長は、一般競争入札の公告日から落札決定の日までの間において、次の各号の

いずれかに該当する者を当該入札に参加させないことができるものとする。 

(1) 杉戸町の契約に係る指名停止等の措置要綱（令和２年杉戸町告示第６０号）

に基づく指名停止措置を受けている者 

(2) 杉戸町の締結する契約から暴力団排除措置に関する要綱（平成８年杉戸町告

示第６８号）に基づく指名除外の措置を受けている者 

(3) 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者又は当該入

札日前６箇月以内に手形若しくは小切手を不渡りにした者 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基



 
 

づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

(5) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基

づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者 

(6) 建設業にあっては、建設業法第２８条第３項の規定による営業停止処分をさ

れている者 

３ 前２項の場合において、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人

として使用する者についても、また同様とする。 

（公告内容等の決定） 

第５条 一般競争入札の公告内容及び参加資格は、杉戸町建設工事等指名業者資格審

査会及び指名委員会に関する規程（昭和６３年杉戸町規程第６号）により、審査会

に諮り、決定するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、決裁により決定

することができるものとする。 

（入札の公告） 

第６条 町長は、一般競争入札に付するときは、次の各号に掲げる事項を掲示その他

の方法により公告しなければならない。 

(1) 入札に付する事項 

(2) 入札に参加する者に必要な資格 

(3) 入札又は開札の場所及び日時 

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時 

(5) 入札保証金に関する事項 

(6) 入札の無効 

(7)  事後審査型入札（入札参加資格の審査を入札執行後に行う方法をいう。）に

付するときは、その審査方法 

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に関し必要な事項 

（入札の公告期間） 

第７条 前条の規定による公告は、当該入札の期日前１０日（急を要する場合にあっ

ては５日）までに行うものとする。 

２ 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法

施行令（昭和３１年政令第２７３号）第５条の９に規定する見積期間によらなけれ



 
 

ばならない。 

（予定価格の決定） 

第８条 町長は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付

する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の

総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定

価格を定めることができる。 

２ 町長は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項

の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して

公正に決定しなければならない。 

（最低制限価格の決定） 

第９条 町長は、一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要が

あるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第６条の規定による公

告において、その旨を明らかにしなければならない。 

（予定価格調書の作成） 

第１０条 町長は、予定価格及び最低制限価格を決定したときは、予定価格調書（様

式第１号）を作成し、封筒に入れて封印し、保管するとともに、開札に当たって

は、予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。 

（入札保証金） 

第１１条 施行令第１６７条の７に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入

札に加わろうとする者の見積金額の１００分の５以上とする。 

２ 入札保証金は、入札の終了後、直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金

は、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。 

３ 施行令第１６７条の７第２項に規定する町長が確実と認める担保は、次のとおり

とする。 

(1)  国債及び地方債 

(2) 政府の保証のある証券 

(3) 銀行等（銀行又は町長が確実と認める金融機関（出資の受入れ、預り金及び

金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号）第３条の金融機関をい



 
 

う。）をいう。以下同じ。）に対する定期預金債権 

(4) 銀行等の保証 

(5) 銀行等が振出し若しくは支払保証をした小切手又は銀行等が引受け、保証若

しくは裏書をした手形 

（小切手の現金化等） 

第１２条 前条第３項第５号に定める小切手が担保として提供された場合において、

契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、町長は、会計管

理者をしてその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保

証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならな

い。 

２ 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期にな

った場合に、これを準用する。 

（担保の価値） 

第１３条 入札保証金の納付に代えて提供させる担保の価値は、次の各号の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 国債及び地方債 債権金額 

(2) 政府の保証のある証券 額面金額又は登録金額（発行価額が額面金額又は登

録金額と異なるときは、発行価額）の８割に相当する金額 

(3) 銀行等に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額 

(4) 銀行等の保証 その保証する金額 

(5) 銀行等が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額 

(6) 銀行等が引受け、保証又は裏書をした手形 手形金額を一般の金融市場にお

ける手形の割引率によって割り引いた金額 

（入札保証金の納付の特例） 

第１４条 町長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付さ

せないことができる。 

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする

入札保証保険契約を締結したとき。 

(2) 入札に参加しようとする者が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する



 
 

法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下

単に「保証事業会社」という。）と契約保証の予約をしたとき。 

(3) 一般競争入札に付する場合において、施行令第１６７条の５に規定する資格

を有する者で過去２箇年の間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種

類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、これらを

すべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそ

れがないと認められるとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者が、契約を締結しな

いこととなるおそれがないと町長が認めるとき。 

２ 前項第１号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を

納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を町長に提出しなければ

ならない。 

（入札書の提出） 

第１５条 一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札者」という。）は、入札

書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出し

なければならない。ただし、埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システ

ム」という。）を使用した入札（以下「電子入札」という。）の場合にあっては、

これに代えて電子入札システムに必要事項を登録させる方法により行わせることが

できるものとする。 

（入札の無効） 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札は、無効とする。 

(1) 参加資格のない者がした入札 

(2) 談合その他不正行為があったと認められる入札 

(3) 電報、電話及びファクシミリによる入札 

(4) 不備のある入札金額見積内訳書を提出した者がした入札 

(5) 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が

所定の率による額に達しない者がした入札 

(6) 入札辞退届を受理された者がした入札 

(7) 事後審査型入札の場合において、虚偽の申請による入札及び町長の指示によ



 
 

る書類を提出しない者がした入札 

(8) 電子入札の場合において、電子証明書を不正に使用した者がした入札 

(9) 紙入札の場合において、次に掲げる入札をした者がした入札 

ア 記載すべき事項の記入のない入札、又は記入した事項が明らかでない入札 

イ 代理人で委任状を提出しない者がした入札 

ウ 他人の代理を兼ねた者がした入札 

エ ２以上の入札書を提出した者がしたもの、又は２以上の者の代理をした者が

した入札 

(10) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札 

（落札者の決定等） 

第１７条 町長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるとき

は、施行令第１６７条の９及び施行令第１６７条の１０の規定による場合を除き、

収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因と

なる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければ

ならない。 

２ 町長は、施行令第１６７条の９、施行令第１６７条の１０又は前項の規定により

落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。 

３ 落札者は、前項の通知を受けた日から５日以内に契約又は仮契約（議会の議決に

付すべきものに限る。）を締結しなければならない。 

（再度入札） 

第１８条 町長は、施行令第１６７条の８第４項の規定により再度の一般競争入札に

付する必要があると認めるときは、開札後直ちにその場所において行うものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、電子入札システムを使用して再度入札を行うときは、

第６条に規定する公告により定める日時において行うものとする。 

（再度公告入札の公告期間） 

第１９条 町長は、入札者又は落札者がない場合（前条の規定により落札者の決定が

失効した場合を含む。）において、さらに一般競争入札に付するときは、第７条の

規定にかかわらず、同条の公告期間を５日までに短縮することができる。 



 
 

（入札経過の記録） 

第２０条 町長は、一般競争入札が終了したときは、入札経過を関係書類とともに記

録保存しなければならない。 

第３章 指名競争入札 

（指名競争入札の参加者の指名） 

第２１条 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、原則として次の各号に掲げ

る人数の入札者を指名するものとする。 

(1) 設計額が５００万円以上のもの ８人以上 

(2) 設計額が５００万円未満のもの ５人以上 

２ 前項の規定により入札者を指名したときは、第６条各号に規定する事項を各入札

指名者に通知しなければならない。 

（一般競争入札に関する規定の準用） 

第２２条 第２章の規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合に

おいて、「参加」とあるのは「指名」と、「公告」とあるのは「通知」と読み替え

るものとする。 

第４章 随意契約 

（随意契約） 

第２３条 施行令第１６７条の２第１項第１号に規定する規則で定める額は、次の各

号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 工事又は製造の請負 ２００万円 

(2) 財産の買入れ １５０万円 

(3) 物件の借入れ ８０万円 

(4) 財産の売払い ５０万円 

(5) 物件の貸付け ３０万円 

(6) 前各号に掲げる以外のもの １００万円 

（随意契約における手続の特例） 

第２４条 町長は、施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号の規定により随意

契約による契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとす

る。 



 
 

(1) 随意契約を予定しているときは、次に掲げる事項をあらかじめ公表するもの

とする。 

ア 契約件名 

イ 契約内容 

ウ 契約予定時期 

エ 契約の相手方（以下「契約者」という。）の選定基準 

オ 所管課名 

カ その他必要な事項 

(2) 前号の規定により契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものと

する。 

ア 契約件名 

イ 契約者 

ウ 契約締結日 

エ 契約金額 

オ 契約期間 

カ 契約者の決定理由 

キ 所管課名 

ク その他必要な事項 

２ 前項の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行

うことができるものとする。 

（随意契約の見積書の徴取等） 

第２５条 町長は、随意契約に付するときは、２人以上の者から見積書を徴さなけれ

ばならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、１人の者から見積書

を徴するものとする。 

(1) 契約の目的又は性質により契約者が特定されるとき。 

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付

する必要がない物品を購入するとき。 

(3) １件の契約金額が１０万円未満のとき。 

(4) ２人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。 



 
 

２ 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該

見積書を徴さないことができる。 

(1) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないもの

を購入するとき。 

(2) １件の金額が２万円未満のとき。 

(3) 見積書を徴することが適当でないと認めた契約を締結するとき。 

３ 町長は、随意契約による場合においては、その関係書類に根拠法令の条項を記載

しなければならない。 

（随意契約の予定価格等） 

第２６条 第８条から第１０条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、

町長が特に必要があると認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができ

る。 

第５章 せり売り 

（せり売り） 

第２７条 町長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売り

に付することができる。 

２ 第３条から第８条まで並びに第１０条から第１４条まで及び第２０条の規定は、

せり売りについて準用する。 

第６章 契約の締結 

（契約書の作成） 

第２８条 町長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき

又は随意契約の契約者を決定したときは、当該契約の締結につき契約書（様式第２

号）を作成するものとする。 

２ 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又

は目的により該当のない事項については、この限りでない。 

(1) 契約の当事者 

(2) 契約の目的 

(3) 契約金額（単価契約の場合は、発注限度額及び単価） 

(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所 



 
 

(5) 契約保証金 

(6) 契約金の支払の方法及び時期 

(7) 監督及び検査の方法及び時期 

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害

金 

(9) 危険負担 

(10) 契約不適合責任 

(11) 契約解除の方法 

(12) 契約に関する紛争の解決方法 

(13) その他必要な事項 

３ 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図

面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。 

４ 第２項の場合において、議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和３９年杉

戸町条例第１７号）及び議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例

（昭和３９年杉戸町条例第１８号）の規定に基づき、議会の議決を必要とする契約

については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付

記しなければならない。 

５ 町長は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにそ

の旨を契約者に通知しなければならない。 

（契約書作成の省略） 

第２９条 前条の規定にかかわらず、町長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に係る契約に関し契

約するときを除く。 

(1) 契約内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その

契約金額が第２３条各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に掲げる金額未

満のとき。 

(2) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体（以下「国

等」という。）と契約するとき。 

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引



 
 

き取るとき。 

(4) せり売りに付するとき。 

(5) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他これらに類する物品の購入をすると

き。 

(6) 購入価格についての協定が締結された物品の購入をするとき。 

(7) 単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。 

(8) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受けるとき。 

２ 町長は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給

付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書（様式第３号）を

契約者から徴さなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りで

ない。 

（契約保証金） 

第３０条 施行令第１６７条の１６に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約

金額の１００分の１０以上とする。ただし、単価契約の場合は、その都度町長が定

めるものとする。 

２ 第１１条第３項及び第１３条の規定は、契約保証金に代える担保について準用す

る。 

３ 前項に定めるもののほか、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担

保は、保証事業会社の保証とし、担保の価値は、その保証する金額とする。 

（契約保証金の納付の特例） 

第３１条 町長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付さ

せないことができる。 

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

とき。 

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

(3) 契約者が過去２箇年の間に国等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回

以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこ

ととなるおそれがないと認められるとき。ただし、建設業法第２条第１項に定め

る建設工事の請負の契約金額が５００万円以上の場合は、この限りでない。 



 
 

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。 

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付される

とき。 

(6) 契約金額が２００万円未満であり、かつ、契約者が契約を履行しないことと

なるおそれがないと認められるとき。 

(7) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受けるとき。 

(8) 国等又はその他公共団体、公共的団体と契約を締結するとき。 

（契約保証金の還付） 

第３２条 契約保証金は、契約者が契約内容に従った履行を終了した後、還付する。 

２ 契約の変更による契約金額に減少があった場合において契約者から要求があった

ときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。 

（契約の変更等） 

第３３条 町長は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からそ

の責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これ

を調査して、当該契約の内容を変更することができる。 

２ 町長は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出が

あったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当

該期限の延長を承認することができる。 

３ 町長は、前２項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに

第２８条又は第２９条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更

請書を提出させなければならない。 

（契約の解除） 

第３４条 町長は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。 

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。 

(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないと

き。 

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたと

き。 



 
 

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。 

２ 前項の規定に関わらず、町長は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解

除を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解

約することができる。 

３ 前２項の規定により契約を解除しようとするときは、その契約名と理由を明記し

た書面を当該契約者に送付しなければならない。 

第７章 契約の履行 

（履行の監督） 

第３５条 町長は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しく

は職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。 

２ 前項の規定により監督を行う者（以下「監督職員」という。）は、契約に係る設

計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又

は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。 

（給付の検査） 

第３６条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員

に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認を

するため必要な検査をしなければならない。 

(1) 契約者が給付を完了したとき。 

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。 

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとす

るとき。 

２ 前項の規定による検査を行う者（以下「検査職員」という。）は、契約書、設計

図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、

当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。 

３ 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又

は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、

当該契約者が負担するものとし、町長は、この旨を契約書に明らかにしておかなけ

ればならない。 

４ 検査職員は、前３項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認める



 
 

ときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。 

（検査の立会い） 

第３７条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じ

て、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。 

（検査調書の作成） 

第３８条 検査職員は、第３６条に規定する検査の結果、給付の完了等が確認された

ときは、検査調書（様式第４号）を作成しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、第２９条第１項第１号の規定に該当する契約について

は、当該契約に係る請求書等に「検査済」の表示をすることにより、検査調書の作

成を省略することができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約については、検査調書の作成

及び請求書等に「検査済」の表示を省略することができる。 

(1) 電気、水道又は都市ガスの供給契約 

(2) 電気通信役務の提供契約 

(3) 日本放送協会との放送の受信契約 

（監督の職務と検査の職務の兼業禁止） 

第３９条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ね

ることができない。 

（監督又は検査を委託して行う場合の確認） 

第４０条 施行令第１６７条の１５第４項の規定により、町の職員以外の者に委託し

て監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した

記録を提出させなければならない。 

（権利義務の譲渡の禁止） 

第４１条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継

させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、町長の承認を

得たときは、この限りでない。 

（一括委任等の禁止） 

第４２条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委

任し、又は受け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにし



 
 

て、町長の承認を得たときは、この限りでない。 

（前金払） 

第４３条 施行令附則第７条の規定により、保証事業会社の保証に係る公共工事に要

する経費については、町長が別に定めるところにより前金払をすることができる。 

（部分払） 

第４４条 工事若しくは製造その他の請負契約に係る部分（以下「既成部分」とい

う。）又は物件の買入契約に係る既納部分（以下「既納部分」という。）について

は、あらかじめの特約がある場合に限り、その完成前又は完納前に代価の一部を支

払うことができる。 

２ 前項の規定による支払金額は、既成部分に対する代価の１０分の９又は既納部分

に対する代価を超えることができない。ただし、性質により明確に分離でき、発注

者へ引き渡すことができる既成部分については、これに相当する代価の金額まで支

払うことができる。 

３ 前条の規定による前金払を行った場合の部分払の額は、前払金に既成部分又は既

納部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を、前項の規定によ

る部分払の額から差し引いた額とする。 

４ 部分払の支払回数は、次の各号に掲げる契約金額に応じ、当該各号に定める回数

の範囲内において行うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りで

ない。 

(1) 契約金額が５００万円以上１，０００万円未満の場合 １回 

(2) 契約金額が１，０００万円以上の場合 ２回 

（対価の支払） 

第４５条 町長は、第３６条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約

に係る支出の手続をとることができない。 

２ 町長は、第３４条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づ

く給付の既納部分又は既成部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものと

する。 

３ 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行に

よる完納又は完成による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。 



 
 

第８章 補則 

（補則） 

第４６条 この規則に定めるもののほか、入札及び契約手続に関し必要な事項は、町

長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に、廃止前の杉戸町財務規則（昭和６１年杉戸町規則第１

０号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなさ

れた手続その他の行為とみなす。 



 
 

別表 

  契約関係事務合議・決裁区分 

合議・決裁区分 

合議・決裁事項 

決裁 合議 

町長 
副町長 

教育長 

課長 契約主管

課長 

入札共通事項 競争入札参加資格者名簿の決定 〇    

指名停止措置の決定 〇    

予定価格の決定 ○   〇 

最低制限価格の決定 ○   〇 

入札経過の記録 ※１ 〇 

一般競争入札 公告内容の決定 ○   〇 

指名競争入札 通知内容の決定 ※１ 〇 

被指名人の選定 ※１ 〇 

随意契約 契約情報の公表   〇  

見積の徴取 ※１ ※２ 

契約の締結 契約又は変更契約の締結 ※１ ※３ 

契約保証金の免除の決定   〇  

契約の解除 〇   〇 

契約の履行 給付の検査   〇  

権利義務の譲渡 〇   〇 

契約の一括委任等 〇   〇 

対価の支払 ※１  

上記以外 特に重要

なもの 

重要又は

異例なも

の 

定例又は

軽易なも

の 

特に重要

なもの 

重要又は

異例なも

の 

付記 

１ ○印は、金額に制限なく当該欄の職にある者が合議又は決裁することを示す。 

２ 契約金額に変更が生じた場合は、増額にあっては変更後の金額、また、減額にあ 



 
 

っては変更前の金額による合議・決裁区分とする。 

３ 決裁欄の「※１」は、杉戸町予算規則（令和８年杉戸町規則第１１号）別表第１

の区分による。 

４ 合議欄の「契約主管課長」とは、杉戸町課設置条例（昭和４３年杉戸町条例第１

０号）に基づき、契約に関する事項を主管する課の長をいう。 

５ 合議欄の「※２」は、次の区分による。 

   (1) 建設工事の請負のうち、予定価格又は予算額が２００万円以上のもの 

   (2)  建設工事に係る設計、調査及び測量の業務の委託のうち、予定価格又は予

算額が１００万円以上のもの 

      (3)  動産の買入れ又は売払いのうち、予定価格又は予算額が７００万円以上の

もの 

(4)  長期継続契約によるもの 

 ６ 合議欄の「※３」は、入札の場合又は随意契約のうち、付記５の各号に該当する

場合とする。 

 ７ この表により専決（あらかじめ認められた範囲内で、町長の責任において常時町

長に代わって決裁することをいう。）できる事務のうち、ことの重要又は異例に属

する事務に関しては、この区分にかかわらず、上司の決裁を受けなければならな

い。 

 


